
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の地勢等 
（地勢）                     田原市商工会地域の位置図 

田原市商工会（以下「当商工会」とする）  

管内の地勢は愛知県の南端に位置し、渥美半  

島の東部を区域としており、東は東三河地域 

の中心都市である豊橋市に隣接し西は渥美商 

工会地域、北は三河湾、南は太平洋の二方を 

海に囲まれ、東西に長く総面積１０９㎢を有 

している。 

田原市（以下「当市」とする）の南部のい 

くつかの段丘面には、複合した洪積台地が分 

布している。太平洋岸は赤羽根漁港付近を除 

いて標高20ｍ以上の崖が続いている。市街地 

中央～東部にかけての汐川沿い、今池川及び 

芦ヶ池周辺の低地、池尻川沿い、精進川沿いには沖積平野が発達している。北東部の海岸沿

いには砂州が発達していたが、現在は埋め立てによって臨海工業地帯が形成されている。 

（気候） 

気候は、太平洋の黒潮の影響で、年間を通じて温暖であるが、海に突き出た半島特有の地

形のため、年間を通じて大変風の強い地域である。 

夏季は温暖な東南季節風が設楽山岳地帯の冷たい上昇気流により冷却されて市内の雨量

を増やし、冬季は反対に北西季節風が山岳地帯に降雨をもたらし、市内の雨量は少ない。 

（人口） 

当商工会管内の人口は、令和７年１０月３１日現在、４１,４７６人、男女別では、それ

ぞれ２１,８６７人、１９,６０９人である。 

 

（２）地域の災害リスク 
図－１ 震度分布図 

                      
（地震：Ｊ－ＳＨＩＳ） 

   地震ハザードステーションの防災地図によると、震度６以上の地震が今後30年間で70.5％

の確率で発生すると言われている。 

 

（地震：田原市地域防災計画） 

当市の地域防災計画によると、東海・東

南海・南海地震における震度は、陸側ケ

ースと東側ケースの最大値を採用した場

合の震度分布（図－１）では、田原市の

平野の大部分で震度７と想定される。 

 



（液状化：田原市地域防災計画） 

    液状化危険度については、埋立地や川沿いの低地等において、液状化の危険度が高くなっ

ている。当商工会の区域では臨海部の埋立地（臨海工業地帯に自動車産業を中心とした製造

業やバイオマス発電所が集積）や汐川沿い、三河湾海岸付近で危険度が高いと想定される。

なお、想定される液状化に伴う沈下量は、緑が浜で 30cm未満、他 10cm未満である。 

図－２ 液状化危険度          図－３ 液状化に伴う沈下量 

（陸側ケースと東側ケースの最大値）   （陸側ケース）  

 
 

（津波：田原市地域防災計画） 

「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査」における田原市沿岸の津波高

さは、ケースによって異なるが、三河湾内ではおおむね３～４ｍ程度であるが、遠州灘側で

は 10～20ｍと想定されている。 

   また、沿岸に津波高（＋30ｃｍ）の津波が到達する時間は、遠州灘側では、発災後約６分

で津波が押し寄せるが、三河湾側では、発災後 30分～１時間以上経過してからである。 

   図－４ 津波高（ケース① 満潮推移 地殻変動考慮） 

   
図－５ 津波到達時間（ケース① 津波高+30ｃｍ考慮） 

    



  当商工会の区域では、汐川・池尻川・精進川河口の低地部で浸水する。田原市全域では１

ｃｍ以上浸水する面積は、最大で 3,138haである。 

   図－６ 最大浸水深分布（ケース①） 

  
 

（土砂災害：防災マップ） 

当市の防災マップによると、市内の山間部を中心に土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域

が存在している。 

 

（感染症） 

   新型インフルエンザは、10年から40年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返している。

また、新型コロナウイルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、全国的かつ

急速なまん延により、当市においても多くの市民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れが

あり、企業活動へも大きな影響を及ぼすことが懸念される。 

 

（３）商工業者の状況 
   ・商工業者数    １，２０５件 

   ・小規模事業者数  １，０１３件 

   【内訳】 

 
  （令和６年度商工会等地区内の小規模事業者数等に係る独自調査より） 



（４）これまでの取組 
  ①当市の取組 

   ・地域防災計画の策定 

    災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第４２条の規定に基づき、当市の地域防災

計画を令和７年２月に改訂した。 

   ・防災訓練の実施 

    総合防災訓練、津波防災訓練の実施 

   ・防災備品の備蓄 

    アルファ米等食糧、飲料水、各種物資、発電機等機材の備蓄 

   ・新型コロナウイルス感染症対策基本方針の策定、相談窓口の設置、衛生資材の配布、予

防策の周知啓発など 

 

②当商工会の取組 

・事業者ＢＣＰ・事業継続力強化計画に関する国の施策周知 

・巡回経営指導時に自然災害のリスク周知 

・事業者向けＢＣＰセミナーの開催 

・リスクファイナンス対策で連携した保険の周知 

・事業者への事業継続力強化計画の策定支援 

・防災備品（ヘルメット、懐中電灯等）を備蓄 

・ウイルス感染症対策の実施（手指消毒、検温、マスク着用、３蜜回避、感染防止に係る

情報提供など） 

 

Ⅱ 課題 
・事業者ＢＣＰセミナーを開催し、事業者ＢＣＰの必要性や策定を勧めているが、関心の低い

様子が伺える。被災すると経営に大きな影響を受ける可能性がある。 

・事業者ＢＣＰの策定や保険・共済に対する助言を行える当会職員が不足している。 

・当商工会のＢＣＰは、未策定で機能していない。 

 

Ⅲ 目標 
①地区内小規模事業者に対し自然災害リスクや感染症リスクを認識させ、事前対策の必要性を

周知する。  

（目標件数） 

・事業継続力強化支援に係る巡回指導件数 年：２０件 

・ＢＣＰ・事業継続力強化計画策定セミナーの開催回数 年：１回 

・ＢＣＰ・事業継続力強化計画策定支援事業者数    年：５事業者 

・ＢＣＰ・事業継続力強化計画策定事業者数      年：２事業者 

②発災時における連絡体制を円滑に行うため、当商工会と当市との間における被害情報報告ルー

トを構築する。 

③発災後速やかな復興支援策が行えるよう、また域内において感染症発生時には速やかに拡大防

止措置を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 

④リスクに対応した共済・保険制度への加入推進を図る。 

   各種共済・保険制度への加入件数 年間：２件 

⑤事業者ＢＣＰに関する行政の施策の周知を図る。 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに愛知県へ報告する。 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

・当商工会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

＜１．事前の対策＞ 

  ・平成２７年に締結した当市と当商工会との｢災害時における応急生活物資の調達に関する協

定書｣について、本計画との整合性を整理し、発災時に混乱なく応急対策等に取り組めるよ

うにする。 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

  ・巡回経営指導時に、防災マップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリス

ク及びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害

保険・共済加入、行政の支援策の活用等）について説明する。 

・会報や市広報、ホームページ等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、 

損害保険や生命保険、傷害保険等の概要、事業者ＢＣＰに積極的に取り組む小規模事

業者の紹介等を行う。 

  ・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なもの含む）の策定 

   による実効性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

  ・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや 

   行政の施策の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

・新型ウイルス感染症は、いつでもどこでも罹患する可能性があり、感染の状況も日々

変化するため、事業者へは常に最新で正しい情報を流し、誤った情報に惑わされるこ

となく、冷静に対応するよう周知する。 

・新型ウイルス感染症対策は、事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイド

ラインに基づき、感染拡大防止策等について事業者への周知を行うとともに、今後の

感染症対策に繋がる支援を実施する。 

・事業者に対し、マスクや消毒液等を一定量備蓄するよう働きかけ、オフィス内の換気

設備の設置、ＩＴやテレワーク環境の整備などの情報提供や支援策等を実施する。 

 

２）商工会自身の事業継続計画の作成 

  ・当商工会は、令和９年３月３１日までに事業継続計画を作成する予定。 

※令和８年度事務所移転予定。 

 

３）関係団体等との連携 

・全国商工会連合会と協定を結ぶ東京海上日動火災保険株式会社並びにあいおいニッ 

セイ同和損害保険株式会社と連携して専門家の派遣を依頼し、当商工会区域の小規模

事業者等を対象とした普及啓発セミナー、ＢＣＰ策定支援や損害保険、生命保険、傷

害保険等の紹介等を実施する。 

・感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策と 

して各種保険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等も実施

する。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部の事業継続力強化計画策定支援（無料窓

口相談、アドバイザー無料派遣等）の取組みの紹介を実施する。 

・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催。 

 

４）フォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰ等取組状況の確認 



・（仮称）田原市事業継続力強化支援連絡会（構成員：当商工会、当市）を必要に応じ

て開催し、状況確認や改善点等について協議する。 

 

５）当該計画に係る訓練の実施 

  ・自然災害（マグニチュード８の地震）が発生したと仮定し、当市との連絡先の確認等

を行う（訓練は必要に応じて実施する）。 

 

＜２．発災後の対策＞ 

 ・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であると言うまでもない。その上で、下記 

の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

１）応急対策の実施可否の確認 

  ・発災後６時間以内に職員の安否報告を行う。 

・国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手 

洗い・うがい等の徹底を行う。 

・感染症流行や新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による 

「緊急事態宣言」が出た場合は、当市における感染症対策本部設置に基づき当商工会 

による感染症対策を行う。 

 

２）応急対策の方針決定 

・当商工会と当市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

 （豪雨における例）職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤せず、 

  職員自身がまず安全確保をし、警報解除後に出勤する等。 

・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

・大まかな被害状況を把握し、２日以内に情報共有する。 

（例：被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある 

 

・地区内１０％程度の事業所で、｢瓦が飛ぶ｣、｢窓ガラ

スが割れる｣等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、｢床上浸水｣、｢建物の全

壊・半壊｣等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、も

しくは、交通網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、｢瓦が飛ぶ｣、｢窓ガラス

が割れる｣等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内０．１％程度の事業所で、｢床上浸水｣、｢建物

の全壊・半壊｣等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

・本計画により、当商工会と当市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に２回共有する 

２週間～３週間 ２日に１回共有する 

４週間～２ヶ月 ３日に１回共有する 

２ヶ月以降 １週間に１回共有する 

 

・当市で取りまとめた「例：田原市新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、 

 必要な情報の把握と発信を行うとともに、体制維持に向けた対策を実施する。 

 



＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に

行うことができる仕組みを構築する。 

・自然災害による二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて決める。 

・当商工会と当市は自然災害による被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）

の算定方法について、あらかじめ確認しておく。 

・当商工会と当市が共有した情報を、愛知県の指定する方法にて当商工会又は当市より愛知県

へ報告する。 

・感染症流行の場合、国や都道府県等からの情報や方針に基づき、当商工会と当市が共有した

情報を愛知県の指定する方法にて当商工会又は当市より愛知県へ報告する。 

 
    

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・相談窓口の開設方法について、当市と相談する（当商工会は、国の依頼を受けた場合は、特

別相談窓口を設置する）。 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村等の施策）について、地区内小規模

事業者等へ周知する。 

・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした

支援策や相談窓口の開設等を行う。 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・愛知県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣

等を愛知県等に相談する。 

 

※ その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに愛知県へ報告する。 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年１２月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事業

継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 
（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導

員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 経営指導員 伊藤 幸治  （連絡先）田原市商工会 TEL 0531-22-6666 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う。 

  ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

  ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（1年に 1回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①田原市商工会 

  〒441-3421 愛知県田原市田原町倉田 10-2 

  TEL 0531-22-6666 ／ FAX 0531-23-0419 

    E-mail: tahara@tahara.or.jp 

 

②田原市 商工観光部 商工課 

  〒441-3421 愛知県田原市田原町南番場 30-1 

  TEL 0531-27-7331 ／ FAX 0531-27-7082 

    E-mail: syoko@city.tahara.aichi.jp 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに愛知県へ報告する。 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

必要な資金の額        100        100 100 100       100 

 

セミナー開催費 

チラシ印刷費等 

 

80 

20 

 

        80 

    20 

       80 

 20 

        

       80 

       20 

 

       80 

       20 

        

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、田原市補助金、伴走型補助金等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

①あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 三河支店 豊橋支社 

 住 所：〒440-0805 愛知県豊橋市大手町 92 あいおいニッセイ同和損保豊橋ビル 3階 

 代表者：支社長 黒田 香里 

②東京海上日動火災保険会社 三河支店 豊橋支社 

 住 所：〒441-8021 愛知県豊橋市白河町 85-2  豊橋東京海上日動ビルディング 5階 

 代表者：支社長 舘山 紘介 

 

連携して実施する事業の内容 

①小規模事業者に対する災害リスクの周知 

②ＢＣＰ普及啓発 

③ＢＣＰ策定支援（更新を含む） 

 

連携して事業を実施する者の役割 

①小規模事業者の事業所所在地のハザード情報の提供、リスクファイナンスとして保険の活用・見直

し相談等 

 ※小規模事業者に対する事前のリスク対策並びに被災に伴う資金繰悪化防止及び事業再建資金の

調達。 

②セミナー講師派遣、ＢＣＰ策定ツールの提供、指導及び助言 

 ※小規模事業者が自然災害リスクや感染症リスクに関する知識向上が図られ、事前対策への意識が

高まるとともに、小規模事業者に役立つ施策等の最新情報の提供ができる。 

 

連携体制図など 

 


